
 

 

告 示 第 ４ ３ 号 

令和６年１０月１５日 

 

鹿児島市病院事業管理者 

鹿児島市立病院長 坪内 博仁 

 

 

鹿児島市立病院物品調達代行等業務に係る企画提案競技参加者の資格について（告示） 

 

 令和７年４月１日からの鹿児島市立病院物品調達代行等業務に係る企画提案競技に参加する

者の必要な資格を、次のとおり告示します。 

  なお、この企画提案競技に参加を希望する者は、下記要領により企画提案競技参加申込書に

必要書類を添えて提出してください。 

 

記 

 

１ 業務概要 

(1) 業務名   

鹿児島市立病院物品調達代行等業務 

(2) 業務内容 

別紙「鹿児島市立病院物品調達代行等業務委託仕様書」のとおり 

(3) 業務場所 

  鹿児島市上荒田町３７番１号 

 

２ 資格要件 

 (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。 

(2) 鹿児島市において物品購入等入札参加有資格業者として登録がある者 

(3) 告示日以降において、鹿児島市立病院又は鹿児島市から契約に係る指名停止を受けてい

る期間がない者であること。 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続きの開始又は、民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。 

(5) 鹿児島市立病院が行う契約からの暴力団排除対策要綱（平成２６年４月１日制定）に基

づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 



 

 

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない

者であること。 

(7) 告示日において、納期が到来している市税、消費税及び地方消費税を完納している者で

あること。 

(8) 業務を行うに当たり、次の許可、登録を全て有している者 

ア 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法

律第１４５号）第３４条に規定する医薬品の卸売販売業の許可 

イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法

律第１４５号）第３９条に規定する高度管理医療機器等の販売業の許可 

ウ 毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３号）第４条に規定する毒物及び劇物の

一般販売業の登録 

(9) 一般病床３００床以上の病院にて診療材料の一括調達業務（物品管理業務との一体型） 

の受託実績があること。（２年以上の実績を有すること。） 

 

３ 参加申請書申込要領（詳細は別紙実施要領のとおり） 

 (1) 受付期間 

   告示日から令和６年１０月２５日（金）まで（土日を除く） 

 (2) 受付時間 

      午前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までの時間を除く） 

   （郵送の場合の提出期限は令和６年１０月２５日（金）午後５時１５分までの必着とし

ます。） 

(3) 提出書類 

鹿児島市立病院物品調達代行等業務に係る企画提案競技（公募型プロポーザル方式）実

施要領の８(1)のとおり 

(4) 提出方法 

直接持参又は郵送（書留郵便に限る。） 

 (5) 提出書類交付場所、提出場所及び問い合わせ先  

   〒８９０－８７６０  

鹿児島市上荒田町３７番１号 

   鹿児島市立病院事務局経営管理課 経理係（病院本棟２階） 

   電話    ０９９－２３０－７０１２ （直通） 

   ファックス ０９９－２３０－７０１５ 

    Ｅ-mail   hpkeieikanri@city.kagoshima.lg.jp 

 



 

 

４ 予算の減額または削除に伴う解除等 

  この企画提案競技は、地方自治法第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約に係る企画

提案競技であり、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、当院の収入支出予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、当院は本契約を変更又は解除することができ

る。なお、この変更又は解除に伴い損害が生じたときは、当院は損害賠償の責めを負うもの

とする。 

５ その他  

(1) 実施要領等は、鹿児島市立病院ホームページ（https://www.kch.kagoshima.jp/）にお 

いて入手することができる。 

(2) 本業務委託契約に係る企画提案競技は、令和７年３月３１日までに鹿児島市議会にお

いて令和７年度予算が可決されなかった場合は、無効となる。 

               

 


